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みよし市下水道事業経営審議会 開催スケジュール（予定） 

 

区 分  開催日時及び場所  内  容  
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市役所６階  601・602 会議室  

委員委嘱、正副会長選出、諮問  

下水道事業の概要について  

みよし市の現状について  

第２回  
令和５(2023)年１２月２５日（月） 

市役所３階  研修室  

将来推計について  

経営改善に向けた取組  

第３回  
令和６(2024)年３月４日（月）  

市役所６階  601・602 会議室  
使用料体系案の検討  

第４回  
令和６(2024)年６月上旬  

市役所６階  601・602 会議室  

使用料体系の決定  

答申書案の検討  

答申  令和６(2023)年６月下旬  
答申  

※会長のみ  
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１．下水道事業の概要
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下水道の仕組み・役割（1/3）

下水道とは、私たちが使って汚れた水（汚水）や雨水を、地面
の下の下水道管を通して汚れを落とす施設（処理場）や川へ流
す仕組みです。

汚水処理の流れ 雨水排水の流れ

4

私たちが生活の中で使った

汚れた水は
下水道管を通って 下水道処理場できれいにして

川に戻しています

参考：「下水道の役割」「雨水のゆくえ」/公益社団法人日本下水道協会教育素材｜みんなの循環のみち下水道環境教育ポータルサイト (21stgesui.jp)

雨は「雨水」として、下水道管に入り
川などに流されます



下水を流す方法には｢合流式｣と ｢分流式｣があります。
みよし市の下水道は「分流式」です。

・合流式 ・分流式

合流管：家庭等から
発生する汚水と雨水
を両方排水します

雨水管：雨どいな
どからの水を河川
へ流します

汚水管：各家庭の
水を処理場に運ん
できれいにします

下水道の仕組み・役割（2/3）

5 参考：スイスイランド下水道の役割/公益社団法人日本下水道協会(https://www.jswa.jp/suisuiland/3-1.html)



下水道事業の経営は「汚水私費・雨水公費」です。
汚水事業の基本的な財源は「下水道使用料」です。

・下水道事業を運営する際の経費と財源のイメージ

下水道の仕組み・役割（3/3）

6

（出所：日本下水道協会「下水道使用料算定の基本的な考え方2007年度版」平成20年5月15日 7ページを参考に作成）

基準外

「汚水事業」は水道事業と同様に「独立採算制が原則」です。



○みよし市の下水道区域

みよし市の下水道事業（1/2）

7

区域内の普及率は９９．８％、水洗化率は９３．７％です。



○境川流域関連公共下水道の説明

・流域図

みよし市の下水道事業（2/2）
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○一般会計繰入金の過年度推移

下水道事業の経営状況（1/3）
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使用料体系の最後の改定（消費税以外）は平成15年度

○みよし市下水道事業の使用料体系

下水道事業の経営状況（2/3）

金額は２か月分、消費税別
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下水道事業の経営状況（3/3）

○下水道使用料の県内他市町との比較

11



２．国の動向とみよし市の取組
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地方公営企業の経営改革の推進（1/2）

13

令和3年1月25日

「全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議」資料

・人口減少によるサービス需要の減少

・施設の老朽化に伴う更新需要の増大

・必要人材の確保、育成

・将来にわたる住民サービスの確保

公営企業の現状・抱える課題

更なる経営改革の取り組みが必要



地方公営企業の経営改革の推進（2/2）

14

更なる経営改革の取組

国の推進項目 みよし市の対応状況

①経営戦略の策定・PDCA 対応済

②抜本的な改革の検討 事業の必要性・廃止 廃止予定なし

民営化・民間譲渡 公営を維持する

民間活用 包括委託導入

広域化等 実施予定

デジタル化 検討中

使用料改定 改定を審議予定

③公営企業の「見える化」 公営企業会計の適用 対応済

経営分析表の公表 対応済
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経費回収率について

経費回収率は、汚水処理に必要な費用が、どれだけ使用料収入で賄えているかを表す、

下水道事業の経営指標の一つです

✓ 使用者から徴収した下水道使用料

✓ 汚水を処理するために必要な経費

✓ 施設の維持管理費、職員の人件費、事務費、支払利子など

✓ 処理場や管路など、処理に必要な施設の減価償却費も含む

✓ 公費負担分（補助金や一般会計繰入金）を除く

経費回収率（%）＝

汚水処理費

使用料収入

×100

✓ 経費回収率は、以下の計算式で算出されます

✓ 独立採算を原則とする公営企業では、100%以上になっていることが望ましいとされています。100%を下回る場

合は、汚水処理に関する費用を使用料収入だけで賄えておらず、不足する分を、税金の投入（一般会計から

の基準外繰入）で補てんしなければならない状態であることを示します



経費回収率向上に係るロードマップの必要性(1/2)
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令和元年11月6日

「財政制度等審議会財政制度分科会【地方財政】＜秋の財政審＞」

・汚水処理費を使用料で賄っている割合が平均で7割程度

・広域化、共同化への取組を進めるべき

・繰入を抑え、受益と負担の対応関係を明確化させる

・使用料水準に係る繰出基準を見直す必要がある

審議会での指摘事項

経費回収率向上の取り組みの必要性が高まっています



経費回収率向上に係るロードマップの必要性(2/2)
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令和2年3月31日国水下事第56号

「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について」

・少なくとも5年に1回は下水道使用料改定の必要性を検証

・経費回収率の向上に向けたロードマップを策定し国交省へ提出

使用料改定の必要性の検討に係る要件化

国は交付要件化により、ロードマップ策定を推進

みよし市においてもロードマップの策定を対応中



使用料単価および汚水処理原価と経費回収率の関係
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みよし市公共下水道の経費回収率について

・最低限行うべき経営努力として汚水処理原価１５０円／㎥
までは使用料で賄うこと（150円を超える分は基準内繰入金の対象）

国の方針

公共下水道 （参考）農集

使用料単価 ＝ 使用料収入÷有収水量 110.1円/㎥ 98.1円/㎥

汚水処理原価 ＝ 汚水処理費÷有収水量 178.2円/㎥ 279.4円/㎥

基準内繰入金考慮後の経費回収率（公共下水道）

使用料単価 汚水処理原価 経費回収率

110.1円／㎥ 150.1円／㎥ 73.3%

使用料単価を150円/㎥まで引き上げる必要がある
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経費回収率向上に向けたみよし市の取組

汚水処理費の削減だけでは、経費回収率を100％に引き上げられないため、使用料収入
の増加に向けて、使用料の改定を行う必要があります

汚水処理費の削減に向けて、以下の取り組みを実施中。

▷ストックマネジメント計画によるライフサイクルコストの低減

▷農集・コミプラを公共へ切り替えることによる維持管理費の削減

▷不明水対策

汚水処理費を削減してもなお不足する部分は、

使用料収入の増加に向け、使用料の改定について計画的に行う必要あり。

✓ みよし市の経費回収率は、全国平均よりも低い水準にあります

汚水処理費

使用料収入 不足分

削減

経費削減に取り組んでいます
が、不足が見込まれます



使用料改定の必要性(1/2)
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国土交通省公表

「社会資本整備総合交付金等における重点配分の考え方」

・アクションプランに基づく下水道未復旧対策事業

・PPP/PFI、下水汚泥のエネルギー利用、広域化・共同化の取組を

推進するため追加的に必要となる下水道事業

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

みよし市は広域化を実施するため、重点配分の対象となる



使用料改定の必要性(2/2)
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国土交通省公表

「社会資本整備総合交付金等における重点配分の考え方」

（注）公営企業会計を適用した地方公共団体においては、以下のいずれにも該当しない

ことを要件とする

・経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成できない場合

・令和７年度以降、供用開始後30年以上経過しているにも関わらず、使用料単価が150円

/㎥未満であり、かつ経費回収率が80％未満であり、かつ15年以上使用料改定を行ってい

ない場合

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

みよし市の使用料改定は平成15年であり、既に15年以上経過してい
ることから、交付金を受け取るためには、使用料改定が必須である



３．現状分析
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流動比率
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流動比率は、類似団体の平均と比較すると高いものの、基準である100％には満たない状

況です

✓ 流動負債に対する流動資産の割合示すものであり、短期的な支払い能力を表す指標です

✓ 流動比率は100％以上が望ましいとされていますが、みよし市は100％以下となっています
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流動比率

類似団体平均（69.0％） 基準値（100％）



固定比率

24

固定比率は、類似団体の平均と比較すると低いものの、基準である100％以下には満たな

い状況であり、長期的な支払い能力は必ずしも良好な数値とはいえません

✓ 自己資本に対する固定資産の割合を示すものであり、長期的な支払い能力を表す指標です

✓ 固定比率は100％以下が望ましいとされていますが、みよし市は100％以上となっており、必ずしも

良好な数値とはいえない状況です
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固定比率

類似団体平均（135.8％） 基準値（100％）



事業収益対資金比率

25

事業収益対資金比率は、類似団体と比較して低い水準となっており、資金余力があると

はいえない状況です

✓ 収益規模に対する資金余力を表す指標です

✓ 収入6か月分程度（50％）の資金を有していると、災害等有事の際にも比較的安全であるとい

えますが、みよし市では、40％程度しかなく、資金余力があるとは言えない状況です
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事業収益対資金比率

類似団体平均（74.6％）



有形固定資産減価償却比率

26

有形固定資産減価償却費率は、類似団体と比較すると低く、現状は老朽化が進んでい

る状況ではないと言えます

✓ 有形固定資産の老朽度合いを表す指標で、低い方が老朽化が進んでいないということになります
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有形固定資産減価償却費率

類似団体平均（13.5％）



普及率
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普及率は類似団体平均を超えており、農業集落排水等を合わせると100%近い普及率と

なっています

✓ 市の人口のうち、下水道を利用することができる地域の人口を表す指標です

✓ みよし市の普及率は83.5％ですが、農業集落排水やコミュニティ・プラント、合併浄化槽を合わせ

ると、令和4年度では、99.8％とほぼ100％に近い普及率となっています
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類似団体平均（80.2％）



有収率
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有収率は、類似団体と比較すると低く、今後有収率を向上させる対策を講ずる必要があ

ります

✓ 施設・設備が対応する水量のうち使用料徴収の対象とすることが可能なものの割合を表す指標で

す

✓ 有収率が低い場合、下水道管に流入する不明水等が要因として考えられます
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有収率

類似団体平均（91.9％）



経常収支比率
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経常収支比率は類似団体の平均より高い水準となっており、11団体中3番目に高い水準

になっています

110.5%

102.9%

122.9%

105.4%
100.8% 100.0% 102.8% 100.5%

111.7%

102.3% 100.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

みよし市 碧南市 大府市 日進市 蒲郡市 長久手市 豊明市 知立市 知多市 瀬戸市 東郷町

経常収支比率

類似団体平均(104.9%)

✓ 使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益全体で、維持管理費や支払利息等の費用を

どの程度賄えているかを表す指標です

✓ 経常収支比率が100％を超えると、収益全体で費用全体を賄えている状況であり、みよし市は

100％を超えた110.5％となっています



経費回収率
計算式：（下水道使用料収入÷汚水処理費（公費負担分を除く））×100
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経費回収率は類似団体より低く、基準となる100%を大きく下回っている状況です

✓ 使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表す指標です

✓ 経費回収率が100％を超えると、使用料収入で回収すべき経費を賄えている状況となりますが、

みよし市は73.3％と基準である100％を下回っている状況です
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経費回収率

使用料収入で賄うべき経費を賄えている基準（100％）



汚水処理原価
計算式：（汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量）×100
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汚水処理原価＞使用料単価となっており、汚水処理費用を使用料収入で賄えていない

状況です

✓ 汚水処理にかかったコストを表す指標です

✓ 汚水処理原価は単価150円を超えた部分については、公費負担分（繰入金）が出ており、汚

水処理原価を算出する際は、公費負担分を除くため、多くの団体で、汚水処理原価は単価150

円付近となっています
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（単位：円）



使用料単価の比較
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使用料単価は、みよし市及び類似団体は全団体が総務省が引き上げるべき基準としてい

る150円/㎥を達成していない状況です

✓ 類似団体の使用料単価（1㎥あたり）を比較しました

✓ 総務省では、下水道使用料の水準（目安）として「（略）まずは、使用料単価を150円/㎥

（家庭用使用料3,000円、20㎥・月）に引き上げること」としています
（参考：平成17年1月21日全国財務課長・市町村課長合同会議資料、平成26年8月29日付総務省公営企業課長等通知）

（税抜き、単位：円/㎥）
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基本使用料の比較
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類似団体では、基本水量をなくし、基本使用料を抑制している自治体が多いことがわかり

ます

【下水道基本使用料】 （2ヶ月分、税抜き、単位：円）

~20

~20

~20

なし

基本水量

（2ヶ月）

なし

なし

なし

なし なし
なし

なし

✓ 類似団体の基本使用料を比較しました。

✓ みよし市の下水道基本使用料は2カ月あたり 1,800円（税抜）で、基本水量を導入しているた

め、類似団体と比較すると高い水準です
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従量使用料単価の比較
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みよし市の従量使用料単価は、類似団体と比較して安価に設定されています

✓ 使用水量ごとの従量料金単価について、類似団体と比較しました。

✓ みよし市は、どの使用水量区分においても、瀬戸市に次いで2番目に低い水準となっています

【下水道従量使用料単価】
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（単位：㎥）
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下水道使用料全体の比較

使用水量が多くなるほど、類似団体の使用料収入との差が大きくなります

✓ ２カ月分の下水道使用料（税抜）の総額を類似団体と比較しました。

✓ みよし市の下水道使用料は、20㎥以上では2番目に低い水準となり、使用水量が多くなるほど、

類似団体の使用料との乖離が大きくなります。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

みよし市 日進市 豊明市 長久手市 東郷町 碧南市

大府市 知立市 蒲郡市 知多市 瀬戸市

（2ヶ月分、税抜き、単位：円）
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近年の使用料改定例

県内の自治体では、近年、下水道使用料の改定が行われています

自治体名

改定内容

時期基本料金

（２ヶ月分）

従量料金

（１㎥あたり）

大府市

（1回目）
1,400円→1,500円（税抜） 各区分５～10円値上げ 令和４年10月１日

大府市

（2回目）
1,500円→1600円（税抜） 各区分5～15円値上げ 令和７年４月１日

知立市 1,400円→1,500円（税抜） 全ての区分において約30％値上げ 令和５年４月１日

東郷町 改定無し（税抜1,600円） 100㎥を超える区分において 20～90円の値上げ 令和元年10月１日

春日井市

（1回目）
850円→950円（税抜） 各区分10～50円値上げ 令和３年４月１日

春日井市

（2回目）
950円→1,100円（税抜） 各区分10～20円値上げ 令和４年４月１日

半田市

（１回目※）
900円→1200円（税抜） 各区分10～20円値上げ 令和５年４月１日

（※）半田市は、令和８年度以降に２回目の使用料改定を予定している


